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加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会 1 

中間取りまとめ（案） 2 

 3 

 4 

１ はじめに 5 

 6 

近年、急速にグローバル化する日本の食市場において、国産品だけではな7 

く様々な国の原材料を用いた加工食品が我が国で流通しており、消費者の食8 

への関心も以前に比べて高まっている。 9 

現在、国産農林水産物は、３割が生鮮食品として、６割が加工食品の原材料10 

として、国民に提供されている。また、国内で製造される加工食品の原材料の11 

うち、７割は国産農林水産物となっている。しかしながら、現在の加工食品の12 

原料原産地表示のルールでは、加工食品の原材料の産地情報が消費者に十分13 

提供されているとは言えない状況にある。 14 

 消費者は、表示による情報を通じて食品を選択しており、消費者利益の観15 

点からは、加工食品の原材料についてもできる限り情報を提供し、食品選択16 

に資する情報が得やすいよう環境整備をしていくことが求められている。 17 

 18 

このような中、加工食品の原料原産地表示については、「消費者基本計画」19 

（平成 27 年３月 24 日閣議決定）において、「順次実態を踏まえた検討を行20 

う」こととされ、「食料・農業・農村基本計画」（平成 27 年３月 31 日閣議21 

決定）において、「実行可能性を確保しつつ拡大に向けて検討する」ことと整22 

理されたところである。 23 

また、TPP の大筋合意を踏まえ策定された「総合的な TPP 関連政策大綱」24 

（平成 27 年 11 月 25 日 TPP 総合対策本部決定）において、食の安全・安心に25 

関する施策として、「原料原産地表示について、実行可能性を確保しつつ、拡26 

大に向けた検討を行う」こととされたことを契機として、「加工食品の原料原27 

産地表示制度に関する検討会」（以下「検討会」という。）を本年１月から開28 

催し、加工食品の原料原産地表示に関し、今後の対応方策について幅広く検29 

討することとされた。 30 

さらに、「日本再興戦略 2016」（平成 28 年６月２日閣議決定）において、31 

「消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保に資するよう、原料原32 

産地表示について、全ての加工食品への導入に向け、実行可能な方策につい33 

て検討を進める」とされ、全ての加工食品への導入に向けた実行可能な方策34 

とは何かという観点も踏まえた検討が求められた。  35 
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検討に当たっては、消費者の自主的かつ合理的な選択機会の確保に資する1 

よう、できる限り産地情報を充実することが望ましいという観点を基本とし、2 

実際に原料原産地表示を付した食品の生産・流通を担う食品事業者（以下「事3 

業者」という。）にとり実行可能な方策について検討し、食品ロス等の環境負4 

荷を招かないよう、食品の生産・流通の現場で混乱を生じさせることなく表5 

示制度が円滑に運営される必要があることはいうまでもない。 6 

 7 

以上のような背景を踏まえ、平成 28 年１月 29 日に本検討会が設置され、8 

●月までの全●回にわたり、原料原産地表示の拡大に向けての議論を行った。 9 

検討会では、関係団体、事業者、学識経験者などからヒアリングを行うほ10 

か、消費者調査、事業者調査、現地調査なども併せて実施し、委員からは消費11 

者への情報提供の必要性、事業者の実行可能性、消費者の誤認防止など様々12 

な論点につき、幅広い意見交換が行われた。 13 

 14 

本報告書は、今後の原料原産地表示制度の在り方が消費者の自主的かつ合15 

理的な選択の機会の確保につながるとともに、事業者の実行可能性にも配意16 

したものとなるよう、検討会における検討結果を取りまとめたものである。 17 

 18 

 19 

（参考） 20 

 21 

消費者基本計画（平成 27 年３月 24 日閣議決定）（抜粋） 

第４章 ５年間で取り組むべき施策の内容 

  ２ 表示の充実と信頼の確保 

 （３）食品表示による適正な情報提供及び関係法令の厳正な運用 

平成 25 年６月、従来の食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）、

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和 25 年

法律第 175 号）及び健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）に規定

されていた食品の表示に関する規定を一元化する食品表示法が成

立し、平成 27 年４月より施行することとしている。 

同法に基づく新たな食品表示制度について、消費者、事業者等へ

の普及啓発を行い、円滑な施行とその定着を図るとともに、インタ

ーネット販売等における食品表示、加工食品の原料原産地表示、食

品添加物表示、遺伝子組換え表示の在り方などの個別課題について

順次実態を踏まえた検討を行う。   

 （以下略） 
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食料・農業･農村基本計画（平成 27 年３月 31 日閣議決定）（抜粋） 

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策 

 １．食料の安定供給の確保に関する施策 

 （１）国際的な動向等に対応した食品の安全確保と消費者の信頼の確保 

② 食品表示情報の充実や適切な表示等を通じた食品に対する消費

者の信頼の確保食品表示に関する規定を一元化した「食品表示法」

（平成 25 年法律第 70 号）の下、関係府省の連携を強化して立入検

査等の執行業務を実施するとともに、産地判別等への科学的な分析

手法の活用等により、効果的かつ効率的な監視を実施し、食品表示

の適正化を担保する。また、消費者が適切に食品を選択するための

機会の確保や、消費者の需要に即した食品の生産の振興に資するよ

う、加工食品の原料原産地表示について、実行可能性を確保しつつ

拡大に向けて検討する。 

   （以下略） 

 

 1 

総合的なＴＰＰ関連政策大綱（平成 27 年 11 月 25 日ＴＰＰ総合対策本部決

定）（抜粋） 

Ⅱ ＴＰＰ関連政策の目標 

３ 分野別施策展開 

（２）食の安全・安心 

ＴＰＰ協定により、我が国の食品の安全・安心が脅かされることは

ないが、我が国への海外からの輸入食品の増加が見込まれることか

ら、引き続き、国際基準や科学的な根拠を踏まえ、リスクコミュニケ

ーション推進も含めた必要な措置を適切に実施する。 

  

○ 原料原産地表示について、実行可能性を確保しつつ、拡大に向け

た検討を行う。 

 

Ⅳ 政策大綱実現に向けた主要施策 

３ 分野別施策展開 

（２）食の安全・安心 

  

○食品安全に関する情報提供等 

（食品安全に関するリスクコミュニケーション、加工食品の原料原産

地表示の拡大の検討） 

 2 
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 1 

日本再興戦略 2016（平成 28 年６月２日閣議決定）（抜粋） 

第２ 具体的施策 

Ⅰ 新たな有望成長市場の創出、ローカル・アベノミクスの深化等 

３．攻めの農林水産業の展開と輸出力の強化 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

 ⅱ）国内バリューチェーンの連結 

   ④ ブランド力を発揮するための環境整備等 

・農林漁業者が、自らのブランド力を生かし、国内・国外の競合

産地と適正に競争できるよう、また、消費者の自主的かつ合理

的な食品選択の機会の確保に資するよう、原料原産地表示に

ついて、全ての加工食品への導入に向け、実行可能な方策につ

いて検討を進める。 

 

経済財政運営と改革の基本方針 2016（平成 28 年６月２日閣議決定） 

～600 兆円経済への道筋～（抜粋） 

第２章 成長と分配の好循環の実現 

２．成長戦略の加速等 

（２）新たな有望成長市場の創出・拡大 

  ⑥ 攻めの農林水産業の展開 

       （略） 

また、成長産業化を一層進めるため、生産者の所得向上につな

がる生産資材（飼料、機械、肥料等）価格形成の仕組みの見直し、

生産者が有利な条件で安定取引を行うことができる流通・加工の

業界構造の確立、全ての加工食品の原料原産地表示、チェックオ

フ制度の導入を検討する。 

（略） 

 

 2 

3 
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２ 加工食品の原料原産地表示制度について 1 

 2 

現在、生鮮食品には原産地の表示が、加工食品についても、輸入品には原産3 

国名の表示が義務付けられ、国内製造の一部に原料原産地名の表示が義務付4 

けられている。 5 

 6 

加工食品の原料原産地表示制度は、平成 13 年に個別の８品目について義務7 

化を導入した後、平成 16 年には、現行の原料原産地表示制度の原型となる横8 

断的な要件を定め、対象を 20 食品群と４つの個別品目に拡大し、その後は要9 

件に従って義務表示対象品目の追加を検討してきた。 10 

 11 

しかしながら、現在までの約 10 年間、平成 21 年に 20 食品群を変えずに緑12 

茶飲料及びあげ落花生を追加、平成 25 年に黒糖及び黒糖加工品並びにこんぶ13 

巻の２食品群を追加して 22 食品群にとどまっている。［図１参照］ 14 

 15 

「加工食品の自主的表示等の状況調査」においては、義務表示対象の商品16 

の全体に占める割合は、１店舗内の商品ベースで約 11％にすぎず、また自主17 

的に何らかの産地情報を表示している商品も、全体の約 16％にとどまってい18 

る。［図２参照］ 19 

 20 

本検討会では、このような従来の方法に従った原料原産地表示制度の拡大21 

の検討には限界があることに鑑み、全ての加工食品を対象とする表示方法と22 

して、現行の国別重量順の表示制度を基本としつつ、それが困難な場合とし23 

てどのような状況が想定されるか、そしてそのような場合でも対応可能であ24 

り、消費者の求める情報が提供可能な表示方法を模索した。 25 

26 
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第５回「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」資料３から 

※ 平成 28 年５月、総合スーパー１店舗の原料原産地の表示がされている加

工食品の割合やその表示内容について実地に調査。 

※ 義務表示対象の商品は全体の 11％、自主的表示されている食品は全体

の 16％を占めた。 

第１回「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」資料１から（一部追記）

[図１] 原料原産地表示対象品目拡大の推移 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

  15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

[図２] 対象製品に占める義務表示対象商品、自主的表示商品の割合 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

37 
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３ 今後の加工食品の原料原産地表示制度の基本的考え方 1 

 2 

「食品表示法」（平成 25 年法律第 70 号）は、食品の表示について、基準3 

の策定その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、もって4 

一般消費者の利益の増進を図るとともに、消費者の需要に即した食品の生産5 

の振興に寄与することなどを目的として表示を義務付ける制度であり、原料6 

原産地表示の目的もこれと異なるものではない。 7 

 8 

また、食の安全・安心に対する消費者の関心の高まりを受け、消費者基本計9 

画では、「消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援」を基本として、原料原10 

産地表示の拡大を含め、食品表示に関する充実と信頼を確保することが明記11 

されている。 12 

 13 

このような趣旨を実現するために、次の観点から検討を進めてきたところ14 

である。 15 

 16 

（１）表示の必要性 17 

 18 

消費者調査では、加工食品を購入する際、原料原産地名を参考にしている19 

消費者は約 77％に上ることからも、原料原産地表示は、消費者にとって商品20 

選択をする際の重要な情報とされている現状にある［図３、図４参照］。 21 

 22 

このため、表示に当たっては、後述の事業者の実行可能性を考慮しつつも、23 

分かりやすさが求められ、全ての加工食品に共通する表示制度としてそのよ24 

うな視点も踏まえ検討したところである。 25 

 26 

一方で、インターネット等を通じた加工食品に対する企業の情報提供の充27 

実に向けた努力は、加工食品に対する消費者の信頼を確保する上で重要であ28 

る。  29 
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第３回「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」資料１から 

※ 平成 28 年３月、一般消費者 3,000 人を対象とした Web アンケート調査を実施。 

※ 加工食品を購入する際に、「原料原産地名」について「いつも参考にしている」又は「とき

どき参考にしている」を選んだ人は合わせて 76.8％を占めている。平成 23 年度実施の食品

表示に関する消費者意向等調査の結果と同様に、消費者の関心は高い。（ｎ=3,000） 

第３回「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」資料１から 

※ 平成 28 年３月、一般消費者 3,000 人を対象とした Web アンケート調査を実施。 

※ 原料原産地表示を参考にする理由としては、「原料が国産のものを選びたい」は 65.4％、

次いで「原料が特定の原産国のものを選びたい又は選びたくない」は 39.0％となった。（ｎ

=2,777） 

[図３] 消費者調査 問１ 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

[図４] 消費者調査 問３ 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 
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第３回「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」資料１から 

※ 平成 28 年３月、一般消費者 3,000 人を対象とした Web アンケート調査を実施。 

※ 産地情報を入手する手段については、「食品に表示されている表示を確認」が 92.6％で最も

多く、次いで「ホームページを見る」が 18.1％、「販売店に聞く」が 7.6％、「お客様相談室に問い

合わせる」が 3.2％となった。（ｎ=2,777）  

（２）商品選択時の有用性 1 

 2 

食品表示は、消費者が商品選択をする際の重要な情報であることから、消3 

費現場での商品選択時に役立つものが求められる。 4 

食品表示法に基づく食品表示基準（平成 27 年内閣府令第 10 号）では、消5 

費者が商品選択をする際に確認することを可能とするために、容器包装への6 

表示を義務付けている。 7 

消費者調査では、産地情報を入手する手段については、「食品に表示され8 

ている表示を確認」が約 93％と最も多く、次いで、「ホームページを見る」9 

が約 18％となっている。［図５参照］ 10 

 11 

これらのことからも、原料原産地に関する情報提供方法については、消費12 

者が商品選択時に役立つかどうかという視点も踏まえ検討したものである。 13 

 14 

[図５] 消費者調査 問４ 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

  32 

 33 

 34 

 35 

  36 
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（３）実行可能性の確保 1 

 2 

事業者の実行可能性については、頻繁な原材料の変更に伴う包材の切替3 

え、煩雑な作業の発生等、事業者の負担について考える必要がある。また、4 

単純ミスにより生じる食品回収の問題の発生等にも考慮が必要である。 5 

このため、原料原産地表示の義務付けに当たっては、義務付けの基準が客6 

観的となるように、かつ、事業者の実行可能性に配慮し検討したものである。 7 

 8 

（４）誤認防止への対応 9 

 10 

食品表示による情報は、限られたスペースに多くの情報が表示されること11 

から、それらの情報を消費者が正しく読み取れるかが重要となってくる。こ12 

のため、分かりやすい表示に加え、消費者の誤認防止のための措置を考慮す13 

ることが必要である。 14 

ただし、どのような表示方法であっても、消費者の誤認を全て防ぐことは15 

難しいため、誤認防止の対応は、表示方法の工夫に加えて、消費者啓発が必16 

要となってくるという視点も踏まえ検討したものである。 17 

 18 

（５）国際貿易規格との整合性 19 

 20 

食品表示の国際貿易規格であるコーデックス委員会が定める規格では、原21 

料原産地表示に関する規定はない。よって、各国の裁量に委ねられている部22 

分であり、外国の産品を差別的に取り扱うなどの不公平な制度でない限り、23 

原料原産地表示の義務付けは問題ないと考えられる。また、現在に至るまで、24 

我が国の原料原産地表示制度の導入及びその拡大について、国際的な問題と25 

なった事例はない。 26 

なお、韓国では、原則全ての加工食品に原料原産地表示が義務付けられて27 

いるほか、国産原材料の使用割合表示を義務付けているオーストラリア、一28 

部の品目への原料原産地表示や、有機食品への農産物のＥＵ域内外の原産地29 

の表示を義務付けているＥＵなど、様々な形で原料原産地に関する表示を制30 

度化している国･地域が見られる状況となっており、このような諸外国の情31 

勢も踏まえ検討したものである。  32 



 

- 12 -

義務表示の対象となる加工食品及び原材料について、全ての加工食品

について、重量割合上位１位の原材料の原産地を義務表示の対象とす

る。 

４ 今後の加工食品の原料原産地表示の対象、方法 1 

 2 

（１）義務表示の対象 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

ア 義務表示の対象となる加工食品 9 

 10 

国内で製造し、又は加工した全ての加工食品を義務表示の対象とする11 

ことが適当である。 12 

しかし、現行の食品表示基準に則して、引き続き、以下の場合には、原13 

料原産地表示を要しないこととすることが適当である。 14 

・ 食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合 15 

・ 不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合 16 

・ 容器包装に入れずに販売する場合 17 

また、以下の場合には、現行のとおり原料原産地表示を省略することが18 

できるとすることが適当である。 19 

・ 容器包装の表示可能面積がおおむね 30 ㎠以下の場合 20 

 21 

  イ 義務表示の対象となる原材料（対象原材料） 22 

 23 

消費者への情報提供の観点からはできるだけ多くの原材料を義務表示24 

の対象とすることが望ましいが、事業者の実行可能性も勘案し、製品に占25 

める重量割合上位１位の原材料を義務表示の対象とすることが適当であ26 

る。 27 

なお、事業者が自主的に重量割合上位２位以降の原材料についても、原28 

料原産地表示を行うことを妨げない制度とすることが適当である。 29 

 30 

また、いわゆる「冠表示」は、特定の原材料の名称を、商品名又は商品31 

名の一部として使用する食品の表示方法を一般に指すが、食品表示法の32 

定義はなく、また、新たに定義付けることも困難であるため、義務表示で33 

はなく、国がガイドライン等を示すことにより普及していくことが適当34 

である。  35 
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「国別重量順表示」を原則とする。ただし、「国別重量順表示」が難

しい場合には、消費者の誤認を防止するための方法を明確にした上で、

例外の表示を認める。 

（２）義務表示の方法 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 対象原材料の産地について「国別重量順表示」を原則とする。表示方法7 

については、基本的には、既に定着している現行の国別重量順表示の方法8 

によることが適当である。［図６-１参照］ 9 

 10 

具体的には、対象原材料の産地について、国別に重量の割合の高いもの11 

から順に国名を表示することを原則とするが、原産国が３か国以上ある場12 

合は、現行ルールと同様、３か国目以降を「その他」と表示することがで13 

きるとすることが適当である。［図６-２参照］ 14 

 15 

[図６-１] 国別重量順表示の表示例① 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

[図６-２] 国別重量順表示の表示例② 25 

      26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

  33 

第９回「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」資料１から 
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「国別重量順表示」を行った場合に容器包装の変更が生じると見込ま

れる場合には、過去実績等を踏まえた表示（以下「可能性表示」という。）

を行うことができる。 

（３）義務表示の例外 1 

 2 

（２）のように、対象原材料の産地については、「国別重量順表示」を原3 

則としつつ、当該商品での「国別重量順表示」が難しい場合や、対象原材料4 

が中間加工原材料である場合にも、消費者にできる限り充実した産地情報を5 

提供する制度とすべきであり、表示を全くしないことを許容したり、あるい6 

は、原則以外の表示を一切禁止するということは適当でない。しっかりとし7 

た条件付けの下で、実行可能な代替的な表示を義務付ける表示ルールを定8 

め、いずれかの表示を行うこととすべきである。また、その際、消費者の誤9 

認が生じないよう適切な措置をとることも必要である。 10 

 11 

具体的には、一定の条件を満たす場合には、過去の実績等を踏まえた「可12 

能性表示」、「大括り表示」を認めるとともに、中間加工原材料についての13 

表示は、当該中間加工原材料の「製造地表示」を認めることとし、消費者の14 

選択に資する情報を含む表示を行うことを義務付けることにより、情報提供15 

の範囲をできるだけ拡大することが適当である。 16 

 17 

ア 可能性表示（「又は」表示） 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

（表示方法） 24 

 「可能性表示」とは、使用可能性のある複数国を、使用が見込まれる重25 

量割合の高いものから順に「又は」でつないで表示する方法であり、過去26 

の取扱い実績等に基づき表示されるものである。［図７-１参照］ 27 

現行の食品表示基準と同様、原産国が３か国以上ある場合は、３か国目28 

以降を「その他」と表示することができるものとする。［図７-２参照］29 
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[図７-１] 「可能性表示」の表示例① 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

[図７-２] 「可能性表示」の表示例② 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

（認める条件） 23 

 「可能性表示」は、あくまで例外の一つであり、対象原材料の過去一定24 

期間における国別使用実績又は使用計画（新商品等の場合には今後一定25 

期間の予定）からみて、「国別重量順表示」を行おうとした場合には、産26 

地切替えなどのたびに容器包装の変更が生じ、国別重量順の表示が困難27 

であると見込まれる場合に限り認めることが適当である。 28 

 29 

（誤認防止） 30 

 ただし、消費者の誤認が生じないよう、過去の使用実績等に基づく表示31 

であることを原産国の表示とともに容器包装に注意書きするなど、明確32 

な根拠を持った表示である旨の注意書きを付記させることとすることが33 

適当である。 34 

 35 

 「可能性表示」は、商品に使用されている可能性がある原産国の原材料36 

第９回「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」資料１から 
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国別重量順表示を行った場合に、３以上の外国の産地表示に関して容

器包装の変更が生じると見込まれる場合には、「大括り表示」を行うこ

とができる。 
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について、使用実績又は使用計画等の明確な根拠に基づき産地を列挙す1 

る方法であることから、使用可能性のない国名が表示されることはなく、2 

表示された国名以外の原産国の原材料が使われることもない。また、使用3 

実績又は使用計画により、重量割合の高いものから順に産地を表示する4 

必要があり、一定の期間を通じて、使用割合が高いと見込まれる原産国名5 

が上位に表示され、逆に、使用割合が少ないと見込まれる原産国名は下位6 

に表示される。以上のことから、消費者の食品選択に当たり、有意な情報7 

を提供する方法であると考えられる。 8 

 9 

イ 大括り表示（「輸入」表示） 10 

 11 

  12 

 13 

 14 

 15 

  （表示方法） 16 

「大括り表示」とは、３以上の外国の産地表示を「輸入」と括って表示17 

する方法である。［図８-１参照］ 18 

なお、輸入品と国産を混合して使用する場合には、輸入品（合計）と国19 

産との間で、重量の割合の高いものから順に表示するものとする。［図８20 

-２参照］ 21 

 22 

[図８-１] 「大括り表示」の表示例① 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

  31 



 

- 17 -

「大括り表示」を用いても容器包装の変更が生じると見込まれる場合

のみ、「大括り表示＋可能性表示」を行うことができる。 
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[図８-２] 「大括り表示」の表示例② 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

  10 

  （認める条件） 11 

    「大括り表示」も、あくまで例外の一つであり、対象原材料の過去一定12 

期間における国別使用実績又は使用計画（新商品等の場合には今後一定13 

期間の予定）からみて「国別重量順表示」を行おうとした場合には、３以14 

上の外国の産地表示に関して、産地切替えなどのたびに容器包装の変更15 

が生じ、国別重量順の表示が困難であると見込まれる場合に限り認める16 

ことが適当である。 17 

 18 

「大括り表示」については、外国の産地国名が表示されないものの、国19 

産原料か外国産原料かは明確であり、少なくともこの情報を知りたい消20 

費者にとり有意な表示であると考えられる。 21 

したがって、「輸入」と表示されれば、当該商品の重量順第１位の原材22 

料には国産は使用されていない、「輸入、国産」と表示されれば、当該商23 

品の原材料として、輸入と国産が混合して使用され、輸入の割合の方が多24 

い、という情報が提供されることとなる。 25 

 なお、外国の産地が２か国までの場合は、「大括り表示」は認められな26 

い。  27 

 28 

ウ 大括り表示＋可能性表示 29 

  30 

 31 

 32 

 33 

（表示方法） 34 

 「大括り表示＋可能性表示」とは、過去の取扱実績等に基づき、３以上35 

の外国の産地表示を「輸入」と括って表示できるとした上で、「輸入」と36 



 

- 18 -

第９回「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」資料１から 

「国産」を、使用が見込まれる重量割合の高いものから順に「又は」でつ1 

ないで表示できるとする方法である。［図９参照］ 2 

 3 

[図９] 「大括り表示＋可能性表示」の表示例 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

（認める条件） 14 

 「大括り表示＋可能性表示」は、対象原材料の過去一定期間における国15 

別使用実績又は使用計画（新商品等の場合には今後一定期間の予定）から16 

みて、「大括り表示」を行おうとした場合には、産地切替えなどのたびに17 

容器包装の変更が生じ、「大括り表示」のみでは表示が困難であると見込18 

まれる場合に限り認めることが適当である。 19 

 20 

（誤認防止） 21 

 ただし、消費者の誤認が生じないよう、過去の使用実績等に基づく表示22 

であることを原産国の表示とともに容器包装に注意書きするなど、明確23 

な根拠を持った表示である旨の注意書きを付記させることとすることが24 

適当である。 25 

 26 

 「大括り表示＋可能性表示」は、その必要性について疑問が指摘された。27 

しかしながら、事業者に対する調査によれば、図 10 で示された事例の様28 

に、対象原材料について、３か国以上の外国から輸入するとともに輸入品29 

と国産の割合が、製造の月単位、季節単位で変動する場合などもあること30 

を事業者から示されている。このため、この調達方法の実情に沿った実行31 

可能な表示方法は、「輸入又は国産（国産又は輸入）」といった「大括り32 

表示」に「可能性表示」を加味した表示となる。 33 

 また、この表示については、どのような情報が提供されるのか分かりに34 

くいとの指摘もあった。しかしながら、ルールを正しく理解すれば、例え35 

ば「輸入又は国産」の表示であれば、①一定の期間を通じてみると、国産36 
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対象原材料が中間加工原材料である場合に、当該原材料の製造地を

「○○製造」と表示する。 
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よりも輸入の割合が高いこと、②輸入国数が３か国以上であることを示1 

すものであり、消費者の選択に資する一定の情報を提供することができ2 

る。 3 

さらに、原産国を知りたいという消費者の要望に応えていないとの指4 

摘もあった。しかしながら、当該原料について、図 10 のような調達方法5 

となっている場合には、実行可能な表示方法として、最大限消費者に情報6 

を提供できる案と考えられる。なお、このような事例が全体の中に占める7 

割合はかなり小さいと見込まれる。 8 

 9 

以上のことから、「大括り表示＋可能性表示」は、使用できる条件を明10 

確にした上で、認められる表示方法の一つとすべきと考えられる。 11 

 12 

[図 10] 「大括り表示＋可能性表示」が認められる条件例 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

エ 中間加工原材料の製造地表示 25 

 26 

 27 

  28 

 29 

  （表示方法） 30 

中間加工原材料の「製造地表示」とは、対象原材料が中間加工原材料で31 

ある場合に、当該原材料の製造地を「○○（国名）製造」と表示する方法32 

である。［図 11-１参照］ 33 

ただし、中間加工原材料である対象原材料の原料の産地が判明してい34 

る場合には、「○○製造」の表示に代えて、当該原料名とともにその産地35 

を表示することができるとすることが適当である。［図 11-２参照］ 36 
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[図 11-１] 中間加工原材料の表示例① 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

[図 11-２] 中間加工原材料の表示例② 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

（表示の必要性） 28 

中間加工原材料は、生鮮原材料と同様に対象原材料そのものであるこ29 

とから、中間加工原材料の「製造地表示」は、ア～ウで示された「可能性30 

表示」や「大括り表示」などの「国別重量順表示」の例外としての位置付31 

けとは異なる取扱いが必要である。 32 

 33 

加工食品は、同一品目の商品であっても、自社工場で生鮮原材料から一34 

貫して製造している場合もあれば、他社工場で製造された中間加工原材35 

料を使用して製造する場合もあり、その製造方法は多種多様である。 36 
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こうした中間加工原材料について、生鮮原材料まで遡って原産国を特1 

定することは困難なため、仮に、生鮮原材料のみを義務表示の対象とした2 

場合、市場には、同一品目の商品であっても、原料原産地表示がされてい3 

るものと、そうでないものが混在することになる。また、生鮮原材料から4 

一貫して製造している場合のみ義務表示の対象とすることは、事業者間5 

の不公平感を生じさせるおそれもある。 6 

一方で、中間加工原材料は、それ自体が１つの加工食品であり、生鮮食7 

品と同じように流通している。食品表示基準では、輸入された加工食品に8 

ついては、製造された国名（原産国名）を表示することを義務付けており、9 

加工食品の原材料である加工食品（＝中間加工原材料）についても、それ10 

がどの地域、国で製造されたかの情報は、消費者の選択にとって有用な情11 

報であると考えられる。 12 

 13 

以上のことから、事業者の実行可能性を踏まえ、対象原材料が中間加工14 

原材料である場合には、この「製造地表示」を表示させることとした上で、15 

対象加工原材料の原料の産地が判明している場合には、当該産地を表示16 

することを可能とすることとする。なお、「製造地表示」においても、製17 

造地の「国別重量順表示」を原則とし、「製造地表示」での「可能性表示」18 

や「大括り表示」の例外を認めることが適当である。 19 

表示方法として、当初、「○○加工」が検討されたが、「加工」であれ20 

ば、単なる切断や混合等を行った場合にも原産国として表示が認められ21 

ることになりかねないため、「○○製造」として、「製造」すなわち、そ22 

の原料として使用したものとは本質的に異なる新たな物を作り出した場23 

合に限り、その製造が行われた国を表示させることが適当である。 24 

 25 

（４）義務表示に共通する事項 26 

 27 

ア 誤認防止 28 

 29 

新しい表示方法を導入するに当たり、誤認防止策を講ずることは、消費30 

者が自発的かつ合理的に食品を選択する機会を確保するために重要であ31 

る。このため、使用割合が極めて少ない産地については、消費者の誤認が32 

生じないよう、例えば、割合を表示する、又は○○産と表示しないなどの33 

表示方法を講ずることが適当である。 34 

 35 

中間加工原材料の「製造地表示」について、消費者に生鮮原材料の産地36 
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と誤認されないようにすることを含め、新しい表示方法について、消費者1 

の正確な理解に資するよう、行政や関係者による説明会や勉強会の開催、2 

事業者による消費者の疑問に対する自主的な対応など、国、事業者、消費3 

者団体による消費者啓発が行われることを期待し、消費者も自ら積極的4 

にそれらに参加することが求められる。 5 

 6 

  イ 表示媒体 7 

 8 

    消費者調査では、産地情報を入手する手段については、「食品に表示さ9 

れている表示を確認」が約 93％と最も多く、次いで、「ホームページを10 

見る」が約 18％となっていることから、消費者は産地情報の入手に当た11 

って、容器包装の表示を参考としている場合が圧倒的に多い［図５参照］。12 

また、特に高齢者などの中にはインターネットリテラシーが十分でない13 

方もいることから、義務表示は容器包装への表示により行うことが適当14 

である。 15 

 16 

 なお、義務表示は容器包装への表示により行うものとするが、補足的に17 

インターネットなどにより詳細な情報提供を行うため、事業者は自主的18 

かつ積極的な情報提供に努めることが適当である。 19 

 20 

[図 12] インターネットによる情報提供の表示例 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

ウ 書類の備置き 30 

 31 

 事業者は、基本的に、自ら製造、販売等する食品に係る情報を記載した32 

書類等を整備し、保存しているところであるが、例外表示の際に表示内容33 

が正しいことを確認できるよう、過去の使用実績等の根拠となる書類の34 

備置き等を必要とすることが適当である。 35 

 36 
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（５）現行の表示方法 1 

 2 

既に原料原産地表示が義務付けられている 22 食品群と４品目の現行の表3 

示方法は、原則による「国別重量順表示」で実施されており、消費者に対す4 

る情報提供のレベルを下げないようにする観点から、そのまま維持すること5 

が適当である。 6 

 7 

（６）おにぎりののり 8 

 9 

 おにぎりののりについて、のりは重量が軽く重量順１位の原材料にはなら10 

ない。一方、おにぎりという国民食において、のりの原料原産地は、のり生11 

産者の意向も強く、消費者の商品選択の上で重要な情報と考えられ、また表12 

示義務付けの実行可能性があると見込まれることから、義務表示の対象とす13 

ることが適当である。 14 

 15 

（７）その他 16 

 17 

ア 経過措置 18 

 19 

今般の加工食品の原料原産地表示の在り方については、抜本的に改正20 

が行われるため、今後着手する食品表示基準の改正に当たっては、パブリ21 

ックコメント等により広く国民の声を聞くものとし、施行に当たっては、22 

事業者の包材の改版状況も勘案して、十分な経過措置期間をおくことが23 

適当である。 24 

 25 

イ 消費者への啓発活動の推進 26 

 27 

今般、抜本的に加工食品の原料原産地表示制度が変わり、原則としては28 

「国別重量順表示」であることを始め、認められる例外の表示について29 

も、今後、消費者への啓発を行政及び関連する団体が相まって複層的に行30 

うことが必要である。 31 

「国別重量順表示」、「可能性表示」、「大括り表示」と「製造地表示」32 

により原料原産地表示された同一品目の商品が、店頭に並ぶ可能性が想33 

定される。政府は、パンフレット作成や説明会を実施することなどによ34 

り、積極的に啓発活動を行っていくことを、また、事業者においても、原35 

則である「国別重量順表示」での対応を期待する。 36 
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 1 

なお、消費者自身も、新しい加工食品の原料原産地表示制度に関し自ら2 

学習し、消費者の食品表示リテラシーを消費者自身で向上させていくこ3 

とも求められる。 4 

 5 

ウ 行政による監視 6 

行政には、食品表示制度の適正な運用のため、引き続き、効果的かつ効7 

率的な監視に努めることを期待する。 8 

 9 

５ おわりに 10 

 11 

食品は、商品の多種多様化、フードチェーンの複雑化・国際化等により、そ12 

の内容に関する情報が消費者からは、ますます分かりにくくなっている。 13 

食品表示は、食品そのものを見るだけでは分からない食品の素性を明らか14 

にするものであり、この情報が正確に伝達されることにより、消費者がその15 

情報に基づき「自主的かつ合理的な選択」を行うことができるようにすると16 

いう役割を果たしている。 17 

加工食品においては、その原材料の属性としてその産地が消費者に高い関18 

心を持たれてきており、その情報をいかに充実するかは長年の課題であり、19 

加工食品の原料原産地表示については、農林物資の規格化及び品質表示の適20 

正化に関する法律（昭和 25 年法律第 175 号。以下「旧 JAS 法」という。）の21 

下で、その拡大に向けて、これまで何度も検討が行われてきた。 22 

 23 

平成 25 年に食品表示法が制定され、消費者基本法の基本理念を踏まえて、24 

表示義務付けの目的が旧 JAS 法の品質に関する適正な表示から拡大され、自25 

主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保が、食品表示基準を定める趣旨と26 

して正面から位置付けられた。 27 

こうした中で、検討が行われ、取りまとめた今回の案は、従来の原料原産地28 

に係る情報を格段に充実するものとなることが期待される。食品表示基準に29 

適切に位置付けられれば、原則全ての加工食品について、現在原材料として30 

表示されている重量割合第１位の原材料について、その産地の表示が行われ31 

ることになる。「国別重量順表示」が原則となり、調達実態からそれが可能で32 

ない場合についても消費者の選択に資する一定の有用な情報が必ず表示され33 

ることになる。消費者は、この表示により、原材料が国産か輸入か、国産の重34 

量割合が多いのか少ないのかの情報を得ることが可能になり、その情報に基35 
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づいて、加工食品を選択できるようになる。 1 

今回の案を実行に移すには、表示義務者となる事業者に対する丁寧な説明2 

と、表示により情報を受け取る消費者への十分な周知が不可欠であるが、こ3 

れらが実現したときには、消費者の自主的かつ合理的な選択に大いに貢献す4 

る制度となることが期待される。 5 

 6 

政府においては、本報告書の内容を十分に尊重の上、消費者、事業者、生産7 

者など幅広い主体の意見を聴きながら、更に検討を深め、具体的な制度設計8 

を行うことにより、原料原産地表示の拡大を図っていくことを期待する。9 
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 7 

《第２回（３月１日）》 8 

○過去の検討の経緯について 9 
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 29 
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○その他 9 
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